
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会 埼玉西部支部 

支 部 だ よ り 
第１２１号〈公１９号〉［平成２６年１０月１３日発行］ 

ＨＰアドレス http://www.takuken.or.jp/seibu メールアドレス seibu@takuken.or.jp 

＜埼玉西部支部 TEL 049-222-2864 ＦＡＸ 049-222-5245＞ 

 

仲秋の候､ 会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より、支部事業活動にご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

 「支部だより」第１２１号を発行致しました。皆様のご意見、ご感想をお寄せ下さい。 
  

平成２６年度第６回支部理事会［理事数４８名、監事数２名内、出席数４５名、委任状 

５名］が、平成２６年１０月６日（月）１５時３０分より、支部会館にて開催されました。 

また、平成２６年度上期収支決算書等については、平成２６年１０月３日（金）支部会館にお

いて監査会が開催されました。上期における予算の執行状況等について、詳細にわたり監査を

した結果、適正であると報告されました。 

 

 平成２６年度法令遵守指導を下記により実施致しますので、ご協力をお願いいたします。 

 

平成２６年度 法令遵守指導実施のお知らせ 

◆実施期間  平成２６年１１月１日（土）～１１月３０日（日）[各地区により変動あり] 

◆指 導 員  法令遵守指導員をもって行う 

◆対 象 者  ①平成２５年度新入会員  （Ｈ２５．４．１～Ｈ２６．３．３１） 

        ②平成２７年度免許更新会員（Ｈ２７．４．１～Ｈ２８．３．３１） 

 

 

＜国土交通省後援 不動産フェア・不動産無料相談会開催のお知らせ＞ 

各市の地域事業に参加しておりますのでお誘い合わせの上、お越し下さい。【下記参照】 

 

 

 

 

 

 

 

 

※天候など状況により変更になる場合もございます 

 

◆「ＡＥＤ操作講習会」についてのご報告   

平成２６年１０月６日(月)１４時００分より開催予定の「ＡＥＤ操作講習会」は、台風１８号の影響

の為中止となりました。参加予定者の皆様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございませんでし

た。改めて日程など決まりましたら、支部だよりにてご案内申し上げます。  

富士見ふるさとまつり 

◆１０月２５日(土) 

◆文化の杜公園 

ふじみ野市産業祭 

◆１１月３日(月・祝) 

◆福岡中央公園 

デ  

 

 

 

 

 

さかど産業まつり 

◆１１月１日(土)・２日(日) 

◆坂戸市民総合運動公園 

 

川越産業フェスタ 

◆１１月１５日(土)・１６日(日) 

◆川越運動公園 

上福岡地蔵まつり 

◆１１月２日(日) 

◆西中央公園 

日本スリーデーマーチ 

◆１１月１・２・３日(土日月祝) 

◆松山第一小学校 

 

 

 

 

鶴ヶ島産業まつり 

◆１１月８日(土)・９日(日) 

◆鶴ヶ島市運動公園

産  

 

 

小江戸川越ハーフマラソン 

◆１１月３０日(日) 

◆川越水上公園 

 

http://www.takuken.or.jp/seibu
mailto:seibu@takuken.or.jp


[入会者]（平成２６年９月１３日～平成２６年１０月１２日）  

№ 商号・名称 代表者名 事務所所在地 TEL FAX 

１ なし     

[退会者]（平成２６年９月１３日～平成２６年１０月１２日） 

№ 商号・名称 地 域 理 由 № 商号・名称 地 域 理 由 

１ ㈱ファインドハウス ふじみ野 支部移動 ２    

    会員数７０８名（平成２６年１０月 1２日現在） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２７年度 宅地建物取引主任者賠償責任補償制度 

◆募集期間   平成２６年１２月５日（金）まで（必着） 

◆加入資格者  公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員(事業所)に従事している 

         宅地建物取引主任者の方 

◆補償期間   平成２７年４月１日午後４時から１年間 

 

<取扱窓口>    公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業協会本部 ＴＥＬ048-811-1820 

         ※支部にて加入申込書をご用意しております 

<既にご加入の皆様へ> 

前年度と同じ内容で自動継続されます。変更がある場合は、１月初旬のご案内時に 

お手続き願います。 

 

 

◆上期会費等が未納の方は、本部納入期限が過ぎておりますので、早急に納入願います。 

※平成２６年度下期会費等は、平成２６年１１月２０日(木)指定口座より振替させて頂きます       

また、平成２７年度より、会費等の納入方法が年１回に改正されることになりました。 

今後、支部だよりにて会員の皆様へご案内させていただきます。            

 

◆業の廃止等を検討されている方は、支部までご連絡願います。 

 

◆平成２６年度不動産法律相談会開催日程     於 支部会館<１０時～１２時>水曜日 

10/8、11/12、12/10、1/14、2/18、3/11 

 ご相談をご希望される方は相談日の５日前までにお申込みください。 

 

◆協会ＨＰ及び埼玉県宅建ＮＥＷＳには、重要なお知らせ事項が載っております。ご参照下さい。 

会員直送便の実施月  ２月・５月・８月を除く月（年９回）           

 以上 

 

埼玉県への宅建業免許申請・届出の書式等は、

埼玉県建築安全課 HP から！ 

<アクセス方法> 

埼玉県庁 HP→建築安全課→宅地建物取引業→ 

業者免許の申請・届出（書式ダウンロード） 

※支部経由の場合は、別途書類有、ご連絡を！ 

＜宅建業免許更新期限を迎える方＞ 

宅建業免許更新、提出期間経過で免許失効！ 

免許権者への提出期間は、 

免許満了日の 90 日前から 30 日前まで 

（協会経由：100 日前から 50 日前まで） 

※証紙は協会本部にて販売しております 

 

 


